
～裏面もごらんください～

原油価格や物価高騰の影響を受けている事業者を支援するため、支援金を給付します！

◆ 対 象 者 と 支 援 金 額 ◆

令和４年６月３０日以前から事業を開始しており、

今後もその事業を継続する意思がある法人または個人事業主

※ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が長瀞町暴力団排除条例（平

成２４年長瀞町条例第１０号）第２条第１号に規定する暴力団若しくは同条第２号に規定する暴力団

員）

・公共法人、政治団体及び宗教法人

・経済・文化団体、ＮＰＯ法人及び公益法人等の非営利的団体

・申請日において、町税に滞納がある者

◆ 申 請 方 法 ◆

令和４年１１月３０日（水）までに裏面の申請書類を
産業観光課（２階）へ提出してください。

長瀞町原油価格・物価高騰対策事業者支援金のお知らせ

法 人

とは…

本町における法人町民税の納税義務者である者

支援金額：町に納める法人町民税均等割額と同額

個人事業主

とは…

次のア～エのいずれかに該当する者

ア 町内に住所を有する者で、確定申告時の事業所得の区分が営業等で収

入を得ていること（事業所は町外でも可）

イ 町から農業経営改善計画認定書の交付を受けている認定農業者で、確

定申告時の事業所得の区分が農業で収入を得ていること

ウ 町内に事業所を有する者で、確定申告時の事業所得の区分が営業等で

収入を得ていること（代表者の住所は町外でも可）

エ その他、給付金の趣旨に照らして、町長が適当と認めた者

支援金額：３万円

回 覧



◆ 申 請 書 類 ◆

※(1)、(2)、(7)については、支援金窓口で受け取るか、長瀞町ホームページからダウンロードし

てください。（掲載場所：トップページ＞新型コロナウイルス情報）

◆ 支 援 金 窓 口 ◆

長瀞町産業観光課 産業観光担当

ＴＥＬ：０４９４－６６－３１１１（内線２３４）

法 人

(1) 長瀞町原油価格・物価高騰対策事業者支援金給付申請書（様式第１号）

(2) 誓約書（様式第２号）

(3) 振込先口座（給付申請者名義）が分かる通帳等の写し

(4) 直近の法人税申告書別表第一及び法人事業概要説明書（両面）の写し

(5) 町税の滞納額がないことの証明書 ※(2)誓約書の添付により省略可

(6) 開業後間もないため、(4)が添付できない場合は、法人を設立したことが確認できる書

類（法人設立等届出書等）の写し及び事業実態が分かる書類（営業許可書・店舗の写真・

売上台帳等）の写し

(7) 長瀞町原油価格・物価高騰対策事業者支援金請求書（様式第５号）

(8) その他町長が必要と認める書類

個人事業主

(1) 長瀞町原油価格・物価高騰対策事業者支援金給付申請書（様式第１号）

(2) 誓約書（様式第２号）

(3) 振込先口座（給付申請者名義）が分かる通帳等の写し

(4) 本人確認書類（運転免許証・保険証・住民票等）の写し

(5) 町税の滞納額がないことの証明書 ※(2)誓約書の添付により省略可

(6) 確定申告書等の写し

ア 青色申告の場合は、令和３年分の確定申告書Ｂ第一・二表及び青色申告決算書の写し

イ 白色申告の場合は、令和３年分の確定申告書Ｂ第一・二表及び収支内訳書の写し

ウ 令和４年１月１日以降に開業したため、申請日時点において確定申告書がない場合は、

開業日が確認できる書類（開業届・店舗の賃貸借契約書等）及び事業実態がわかる書類（営

業許可証・店舗の写真・売上台帳等）の写し

エ 収入の状況等により確定申告の義務がない場合は、令和４年度町民税（住民税）・県民

税申告書（令和３年中所得の申告）の写し

(7) 長瀞町原油価格・物価高騰対策事業者支援金請求書（様式第５号）

(8) その他町長が必要と認める書類


